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３．グループ生命保険制度 

（福祉部第5制度） 

 この生命保険は，福祉部が日本生命・富国生命・メットライフ生命の三社との

契約で行う勤労者団体保険で，会員および家族の死亡保障金，障害給付金，災害

入院給付金等がセットになっており，一般の生命保険に較べて安い掛金で保障が

受けられます。 

１．加入資格 

  現在健康な医師会々員とその配偶者の方で，満21歳7カ月以上満50歳6カ月以下の方

（満75歳6カ月まで継続更新できます。）ならびに，こども特約の対象は，本制度にご

加入の会員が扶養されている満2歳7カ月以上満22歳6カ月以下のお子様（加入会員の健

康保険上被扶養者となっておられる方）です。なお，お子様が加入いただく場合，有

資格者は全員加入していただかなければなりません。 

 ＊配偶者・お子様のみの加入はできません。 

 ＊会員本人が脱退された時は，加入されている配偶者・お子様も同時脱退となります。 

 ＊配偶者の加入される保険金額は，会員本人の加入額を超えることはできません。 

２．保障内容 

  1口について（会員・配偶者） 

 ○主契約保険金500万円の場合 

・普通死亡（又は高度障害）のとき，死亡保険金（又は高度障害保険金）500万円が 

支払われます。 

・不慮の事故による死亡のとき，死亡保険金500万円に災害保険金500万円が，また

高度障害のとき，高度障害保険金500万円に災害高度障害保険金300万円が加算さ

れ支払われます。 

  ・不慮の事故により身体障害状態になった場合，障害の程度により20～200万円の障

害給付金が支払われます。 

  ・不慮の事故により5日以上入院された場合，1日につき3,000円の入院給付金が支払

われます。 

 ○契約保険金300万円制度について加入は1口を限度と致します。 

・普通死亡（又は高度障害）のとき，死亡保険金（又は高度障害保険金）300万円が 

支払われます。 

・不慮の事故による死亡のとき，死亡保険金300万円に災害保険金300万円が，また

高度障害のとき，高度障害保険金300万円に災害高度障害保険金180万円が加算さ

れ支払われます。 
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  ・不慮の事故により身体障害状態になった場合，障害の程度により12～120万円の障

害給付金が支払われます。 

  ・不慮の事故により5日以上入院された場合，1日につき1,800円の入院給付金が支払

われます。 

※同一の不慮の事故による入院について，120日（入院日数）が限度となります。 

３．加入口数および掛金額 

  会員は満55歳6カ月以下の方は8口（死亡保険金4,000万円）まで，配偶者は2口まで

加入できます。掛金は年齢・性別によって異なります。 

 ◆保障内容，加入限度，掛金額および「こども特約」の内容は，8ページの表をご参照

下さい。 

４．掛金の払込 

  掛金は年4回（7，10，1，4月）に分けて，3カ月分をご指定の口座からの引き落とし

か，または福祉部あてに直接払い込んでいただきます。 

５．保険期間 

  1年間（毎年7月1日より翌年6月30日まで）で毎年自動更新します。 

６．加入手続き 

  福祉部までご連絡ください。その際パンフレットを差し上げますので，詳細をお確

かめ願います。加入の際，診査は不要で，告知扱となります。 

７．保険金・給付金の請求手続き 

  所属の郡市等医師会より会員死亡等の連絡を県医師会にいただきますと，福祉部よ

り保険会社に連絡し，保険会社が直接手続き致します。 

８．配当金 

  1年ごとに収支決算を行い，剰余金が生じた場合は配当金を還付致します。配当金が

生じた場合には福祉部より各加入会員へ送付致します。 

９．税法上の扱い 

 ①掛金について 

   法人が負担した場合は，全額損金として計上できます。また，個人が負担した場

合は，一般生命保険料控除の対象となります。 

 ②死亡保険金・災害保険金について 

  ⅰ）会員が被保険者で，その遺族が受取人の場合，相続税の対象となります。相続

税は500万円×法定相続人数まで非課税です。 

  ⅱ）配偶者・お子様が被保険者で，会員が受取人の場合，所得税（一時所得）の対

象となります。 

 ③高度障害保険金・入院給付金は課税対象になりません。 

 

◆詳細は，福祉部が用意しておりますパンフレットでお確かめ下さい。 
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表 グループ生命保険（福祉部第5制度） 
 保障内容と加入限度＆掛金  

                                                                                               

ご加入のコース 

保障内容 
対象 

 
本    人  こども 

配偶者 

疾病による死亡(高度障害)についての保障額 

死亡保険金額(高度障害保険金額) 
300万円 500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円 3,000万円 3,500万円 4,000万円  400万円 

不
慮
の
事
故
に
よ
る 

死
亡･

高
度
障
害
・
入
院

に
つ
い
て
の
保
障
額 

死亡保険金額 
＋ 

災害保険金額 
600万円 1,000万円 2,000万円 3,000万円 4,000万円 5,000万円 5,800万円 6,600万円 7,400万円  800万円 

高度障害保険金額 
＋ 

災害高度障害保険金額 
480万円 800万円 1,600万円 2,400万円 3,200万円 4,000万円 4,800万円 5,600万円 6,400万円  600万円 

障害給付金額 
（障害等級１級～６級 ※１） 

12万～ 120万円 20万～ 200万円 40万～ 400万円 60万～ 600万円 80万～ 800万円 100万～1000万円 100万～1000万円 100万～1000万円 100万～1000万円  20万～200万円 

入院給付金額 

（５日以上入院のとき）１日につき ※２ 
1,800円 3,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円  3,000円 

保
険
年
齢
と
３
カ
月
一
括
払
保
険
料
（
概
算
） 

（年齢） 

21歳6カ月超～35歳6カ月以下の方 

男性 1,817円 3,030円 6,060円 9,090円 12,120円 15,150円 17,266円 19,382円 21,498円
 

2歳6カ月超～22歳6カ月以下の方

女性 1,333円 2,223円 4,446円 6,669円 8,892円 11,115円 12,512円 13,909円 15,306円 一律 2,100円 

35歳6カ月超～40歳6カ月以下の方 
男性 2,147円 3,580円 7,160円 10,740円 14,320円 17,900円 20,566円 23,232円 25,898円

 

女性 1,732円 2,888円 5,776円 8,664円 11,552円 14,440円 16,502円 18,564円 20,626円

40歳6カ月超～45歳6カ月以下の方 
男性 2,621円 4,370円 8,740円 13,110円 17,480円 21,850円 25,306円 28,762円 32,218円

女性 1,975円 3,293円 6,586円 9,879円 13,172円 16,465円 18,932円 21,399円 23,866円

45歳6カ月超～50歳6カ月以下の方 
男性 3,458円 5,765円 11,530円 17,295円 23,060円 28,825円 33,676円 38,527円 43,378円

女性 2,437円 4,063円 8,126円 12,189円 16,252円 20,315円 23,552円 26,789円 30,026円

継
続
加
入
の
方
の
お
取
扱
範
囲 

50歳6カ月超～55歳6カ月以下の方 
男性 4,769円 7,950円 15,900円 23,850円 31,800円 39,750円 46,786円 53,822円 60,858円

女性 3,070円 5,118円 10,236円 15,354円 20,472円 25,590円 29,882円 34,174円 38,466円

55歳6カ月超～60歳6カ月以下の方 
男性 6,542円 10,905円 21,810円 32,715円 43,620円

 
女性 3,595円 5,993円 11,986円 17,979円 23,972円

60歳6カ月超～65歳6カ月以下の方 
男性 9,188円 15,315円 30,630円 45,945円 ※１ 障がい給付金の額は，障がいの程度（障がい等級）に応じて定まります。 

    不慮の事故により障がい等級１級となった場合は，高度障がい保険金と災害高度障がい保険金も支払わ 

れます。 

 ※２ ただし，同一の不慮の事故による入院について，120日（入院日数）を限度とします。 

 

 年齢による加入保険金額限度超となる方については，「岡山県医師会福祉部グループ生命保険加入仮申込書」に 

ご記入のうえ，岡山県医師会福祉部へご連絡（ＦＡＸ可）いただきますようお願い申し上げます。 

なお，ご連絡いただけなかった場合には，保険金を加入上限額に自動的に減額させていただきます。 

 

〈本人・配偶者〉の保険料は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に算出し，更新日(今回は平成24年7月1

日)から適用します。追加募集の際に加入される場合は，保険料が確定している可能性があります。保険料につい

ての詳細は，当会福祉部までご照会ください。 

保険料は，毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり，次の年齢群団へ移る方が同額で更新された場 

合，通常，更新後の保険料は更新前より高くなります。〈こども〉の保険料は１人あたりの確定保険料です。記載

の保険料は，確定保険料を含め，平成24年2月10日(計算基準日)現在のものであり，保険料率等が改定される場合

には変動することがあります。 

女性 4,666円 7,778円 15,556円 23,334円

65歳6カ月超～70歳6カ月以下の方 
男性 14,612円 24,355円 48,710円

 

女性 6,757円 11,263円 22,526円

70歳6カ月超～71歳6カ月以下の方 
男性 19,319円 32,200円 64,400円

女性 8,656円 14,428円 28,856円

71歳6カ月超～72歳6カ月以下の方 
男性 21,152円 35,255円 70,510円

女性 9,529円 15,883円 31,766円

72歳6カ月超～73歳6カ月以下の方 
男性 23,177円 38,630円 77,260円

女性 10,528円 17,548円 35,096円

73歳6カ月超～74歳6カ月以下の方 
男性 25,466円 42,445円 84,890円

女性 11,686円 19,748円 38,956円

74歳6カ月超～75歳6カ月以下の方 
男性 28,103円 46,840円 93,680円

女性 13,021円 21,703円 43,406円
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